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自動車の保管場所の確保等に関する法律等の一部改正について（通達）

みだしの件については、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための

道路運送車両法等の一部を改正する法律（平成１６年法律第５５号。以下「改正法」

という ）が、平成１６年５月２６日に、自動車関係手続における電子情報処理組織。

の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備

に関する政令（平成１７年政令第１８７号。以下「改正政令」という ）が、平成１。

７年５月２７日に、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部を改正す

る規則（平成１７年国家公安委員会規則第２１号。以下「改正規則」という ）が、。

平成１７年１２月８日に、それぞれ公布され、いずれも平成１７年１２月２６日から

施行されることとなった（別添１、２、３参照 。）

本改正の趣旨及び警察関係の改正の要点並びに運用上の留意事項については、下記

のとおりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。

なお、以下この通達において 「法」とは改正法による改正後の自動車の保管場所、

の確保等に関する法律（昭和３７年法律第１４５号）を 「令」とは改正政令による、

（ ）改正後の自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 昭和３７年政令第３２９号

を 「規則」とは改正規則による改正後の自動車の保管場所の確保等に関する法律施、

行規則（平成３年国家公安委員会規則第１号）をいうものとする。

記

１ 改正の趣旨

現在、自動車保有関係手続には、保管場所証明、登録・検査、租税の納付等様々

なものがあり、非常に煩雑であるため、これらの手続・サービスを１か所又は１回

で完了することのできるシステム（ワンストップサービス・システム）の稼働開始

を目指して、関係法令について所要の改正を行うものである。

２ 改正の要点

(1) 保管場所の確保を証する書面の提出等（法第４条、令第２条及び規則第２条）

ア 自動車保管場所証明書に相当する通知を行うべきことの申請（法第４条）

自動車の新規登録等を受けようとする者は、運輸支局長等に対する自動車保



管場所証明書の提出に代えて、警察署長に対して、自動車保管場所証明書に相

当するものとして政令で定める通知を運輸支局長等に対して行うべきことを申

請（以下この申請について「通知申請」という ）することができることとさ。

れた。

イ 政令で定める通知（令第２条第２項）

自動車保管場所証明書に相当する通知は、通知申請に係る場所の位置を管轄

する警察署長が、当該場所が自動車の保管場所として確保されていることを証

明する旨の通知であって、当該警察署長の使用に係る電子計算機から電気通信

回線を通じて運輸支局長等の使用に係る電子計算機に送信することによって行

われるものとされた。

ウ 通知申請の方法等（規則第２条）

(ｱ) 申請の方法（第１項）

通知申請は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長の使用に係る

電子計算機と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電

子情報処理組織を使用して行うこととされた。

(ｲ) 入力事項及び電子計算機の技術的基準（第２項）

申請者は、自動車保管場所証明申請書に記載すべき事項並びに使用権原疎

明書面に記載されている事項又はこれに記載すべき事項並びに所在図及び配

置図に記載すべき事項を、申請者の使用に係る電子計算機であって、次の機

能のすべてを備えたものから入力して申請を行わなければならないこととさ

れた。

○ 警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いて、入力すべき事

項のすべてを警察署長が提供する様式に入力できる機能

○ 警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いて、警察署長の使

用に係る電子計算機と通信できる機能

なお、使用権原疎明書面に係る入力事項が、使用権原疎明書面に記載され

ている事項又はこれに記載すべき事項とされているのは、自己の所有する土

地又は建物を保管場所として使用する場合に使用権原疎明書面として添付さ

れる書面は、自己が記載をすべき書面（自認書）であり、他者の保有する土

地又は建物を保管場所として使用する場合に使用権原疎明書面として添付さ

れる書面は、他者によって記載がなされている書面（使用承諾書、賃貸契約

書等）であるためである。また、警察署長が交付する電子計算機用ソフトウ

ェアとは 自動車保有関係手続のワンストップサービス・システム 以下 Ｏ、 （ 「

ＳＳシステム」という ）のインターフェイスシステムに搭載されたソフト。

ウェアのことであり、警察署長が提供する様式とは、ＯＳＳシステムの申請

情報入力画面の様式のことである。

(ｳ) 通知申請における所在図の提出の特例（第３項）



規則第１条第３項では、自動車保管場所証明書の交付の申請の際に、当該

申請に係る自動車の使用の本拠の位置及び保管場所が、旧自動車に係る使用

の本拠の位置及び保管場所とそれぞれ同一であるときは、自動車保管場所証

明申請書に当該旧自動車に係る保管場所標章番号を記載して、申請書に所在

、 、図を添付することを省略できる旨を定めているところ 通知申請においても

同項の規定を準用して、上記の場合には、所在図に記載すべき事項の入力を

省略することができることとされた。

(ｴ) 電子署名及び電子証明書（第３項）

自動車保管場所証明書の交付の申請において、署名又は記名押印により申

請者の本人確認を行っている（規則別記様式第１号備考２）ところ、通知申

請においても、申請者の本人確認を行うため、行政手続等における情報通信

の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令

に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則（平成１５年国家公安委

員会規則第６号。以下「情報通信技術利用国家公安委員会規則」という ）。

第３条第３項及び第４項の規定を準用し、申請者は申請に係る事項について

の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて送信しな

ければならないこととされた。

これにより、当該電子証明書については、商業登記認証局若しくは地方公

共団体による公的個人認証サービスに係る認証局又は民間認証局のうち電子

署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律第１０２号）第４条第１項

における主務大臣（総務大臣、法務大臣及び経済産業大臣）の認定を受けた

もの（認定民間認証局）が発行した電子証明書であって、申請に係る場所の

位置を管轄する警察署長が、規則第２条第１項に規定する電子計算機のうち

当該警察署長の使用に係るものから認証できるものに限られることとなる。

この趣旨は、電子証明書のうち、ブリッジ認証局（商業登記認証局、公的個

人認証サービスに係る認証局及び認定民間認証局との間で、これらの認証局

が発行する電子証明書の有効性を相互認証することができる認証局のことを

いい、この相互認証により、行政庁が申請等を受けた場合には、当該申請等

に係る電子証明書の真正性についてブリッジ認証局に確認すれば足りること

となる ）が当該電子署名の正当性及び有効性（以下「正当性等」という ）。 。

について確認できる電子証明書に限ることによって、警察署長が、申請者の

電子証明書の正当性等の確認並びに当該電子証明書による申請者の本人確認

を、効率的に行うことができることとしたものである。

(ｵ) 申請の到達時期（第３項）

通知申請の到達時期について、行政手続等における情報通信の技術の利用

に関する法律（平成１４年法律第１５１号。以下「情報通信技術利用法」と

いう ）第３条第３項の規定を準用し、申請が、警察署長の使用に係る電子。



計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに警察署長に到達したも

のとみなすこととされた。

(2) 保管場所標章（法第６条、規則第４条及び第５条）

ア 保管場所標章の交付（法第６条）

警察署長は、自動車保管場所証明書に相当する通知を行ったときは、当該自

動車の保有者に対し、保管場所標章を交付しなければならないこととされた。

イ 保管場所標章の交付の申請の特例（規則第４条、第５条）

(ｱ) 申請の求め（第４条第１項、第５条第１項）

保管場所標章を交付しようとする警察署長は、当該保管場所標章の交付を

受けようとする者に対し、申請書２通の提出を求めることとされているとこ

ろ、当該者が通知申請を行う者である場合は、申請書の提出を求めなくても

よいこととされ、当該警察署長は、当該者に対し、通知申請に併せて保管場

所標章の交付の申請（以下「標章交付申請」という ）を求めなければなら。

ないこととされた。

(ｲ) 申請の方法（第５条第２項）

規則第２条第１項の規定を準用し、申請に係る場所の位置を管轄する警察

署長の使用に係る電子計算機と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信

回線で接続した電子情報処理組織を使用して申請を行うこととされた。

(ｳ) 入力事項及び電子計算機の技術的基準（第５条第２項）

規則第２条第２項の規定を準用し、申請者は、規則第４条第１項に規定す

る申請書に記載すべき事項を、自己の使用に係る電子計算機であって、次の

機能のすべてを備えたものから入力して申請を行わなければならないことと

された。

○ 警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いて、入力すべき事

項のすべてを警察署長が提供する様式に入力できる機能

○ 警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いて、警察署長の使

用に係る電子計算機と通信できる機能

なお、２(1)ウ(ｲ)と同様に、警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェ

アとは、ＯＳＳシステムのインターフェイスシステムに搭載されたソフトウ

ェアのことであり、警察署長が提供する様式とは、ＯＳＳシステムの申請情

報入力画面の様式のことをいう。

(ｴ) 電子署名及び電子証明書（第５条第２項）

保管場所標章交付申請書において、署名又は記名押印を求めている（規則

別記様式第３号備考１）ところ、ＯＳＳシステムを利用した標章交付申請に

おいても、それに代わって氏名等を明らかにする措置として、情報通信技術

利用国家公安委員会規則第３条第３項及び第４項の規定を準用し、申請者は

申請に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子



証明書と併せて送信しなければならないこととされた。

以上、(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)、(ｴ)により、ＯＳＳシステムにおいては、通知申請

と標章交付申請が同時に行われることとなる。

(ｵ) 申請の到達時期（第５条第２項）

通知申請と同様に、情報通信技術利用法第３条第３項の規定を準用し、Ｏ

ＳＳシステムを利用した標章交付申請は、警察署長の使用に係る電子計算機

に備えられたファイルへの記録がされたときに警察署長に到達したものとみ

なすこととされた。

(ｶ) 通知書の交付（第５条第３項）

ＯＳＳシステムを利用した標章交付申請を求めた警察署長は、自動車保管

場所証明書に相当する通知に係る自動車の保有者に対し、当該自動車に係る

保管場所標章の交付に併せて、通知書を交付しなければならないこととされ

た。

(ｷ) 通知書の様式（第５条第４項）

(ｶ)の通知書の様式は、別記様式第４号のとおりとされた。これは、ＯＳ

Ｓシステムを利用した保管場所標章の交付手続では、保管場所標章の交付を

受けようとする者に、保管場所標章交付申請書の提出を求めていないことか

ら、保管場所標章交付申請書と保管場所標章番号通知書が一体となっている

別記様式第３号を保管場所標章番号通知書として使用することができないた

めに、新たに別の保管場所標章番号通知書の様式を定めることとされたもの

である。

(3) その他

条ずれの手当て等所要の技術的修正がなされた。

３ 運用上の留意事項

(1) 現行手続との関係等

本改正は、自動車保有関係手続のワンストップサービス化の実現のために、通

知申請を創設し、並びに通知申請及び通知申請を行う者が行う標章交付申請を電

子的に行うことができるよう関係法令を改正するものであって、書面による自動

車保管場所証明書及び保管場所標章の交付の申請（通知申請を行う者によるもの

を除く ）については、本改正後も引き続き行うことができることに注意するこ。

と。また、通知申請については、書面によっては、行うことができないことに注

意すること。

(2) 部内教養の徹底

本改正等による自動車保有関係手続のワンストップサービス化の実現について

は、国民の関心及び期待も高いものである。したがって、本改正によって設けら

れた手続については、新たに構築されるＯＳＳシステムを用いて行われるもので



あるところ、警察本部及び管内警察署の保管場所証明事務担当者等に対し、本改

正の趣旨及び内容並びに当該システムの操作及び運用等についての教養を徹底

し、事務処理上誤りのないよう万全を期すこと。

(3) 関係機関等との連携及び県民に対する広報啓発の推進

本改正によって設けられた手続は、ＯＳＳシステムが整備された都道府県から

。 、 、 、行うことができるようになる 当該システムは 都道府県警察のほか 運輸支局

都道府県税事務所及び登録情報処理機関がそれぞれ管理する個別システムを連結

して構成されるものであるので、システムの整備、運用等については、これら関

係機関等と緊密に連携をとり、その円滑を期すとともに、システムの稼働開始に

当たっては、関係機関と連携しつつ、県民に対する広報啓発を推進し、その利用

が促進されるよう努めること。
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な
い
。

た
だ
し
、
そ
の
者
が
、
警
察
署
長
に
対
し
て
、
当
該
書
面
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て

政
令
で
定
め
る
通
知
を
当
該
行
政
庁
に
対
し
て
行
う
べ
き
こ
と
を
申
請
し
た
と
き
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

当
該
行
政
庁
は
、
前
項
の
政
令
で
定
め
る
書
面
の
提
出
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
政

２

当
該
行
政
庁
は
、
前
項
の
政
令
で
定
め
る
書
面
の
提
出
が
な
い
と
き
は
、
同
項
の

令
で
定
め
る
通
知
が
な
い
と
き
は
、
同
項
の
処
分
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。

処
分
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
保
管
場
所
標
章
）

（
保
管
場
所
標
章
）

第
六
条

警
察
署
長
は
、
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
書
面
を
交
付
し
た
と
き
、

第
六
条

警
察
署
長
は
、
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
書
面
を
交
付
し
た
と
き
、

同
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
通
知
を
行
つ
た
と
き
、
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る

又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
自
動
車
の
保
有
者
に
対

届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
自
動
車
の
保
有
者
に
対
し
、
当
該
自
動
車
の
保
管

し
、
当
該
自
動
車
の
保
管
場
所
の
位
置
等
に
つ
い
て
表
示
す
る
国
家
公
安
委
員
会
規

場
所
の
位
置
等
に
つ
い
て
表
示
す
る
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
様
式
の
保
管

則
で
定
め
る
様
式
の
保
管
場
所
標
章
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

場
所
標
章
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
場
所
標
章
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
国
家
公
安
委
員
会

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
場
所
標
章
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
国
家
公
安
委
員
会

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
自
動
車
に
保
管
場
所
標
章
を
表
示
し
な
け
れ

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
自
動
車
に
保
管
場
所
標
章
を
表
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
処

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
処

分
又
は
同
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
処
分
に
つ
い
て
の
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定

分
又
は
同
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
処
分
に
つ
い
て
の
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定

め
る
書
面
の
交
付
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
通
知
に
係
る
保
管
場
所
標

め
る
書
面
の
交
付
に
係
る
保
管
場
所
標
章
を
表
示
す
る
と
き
は
、
既
に
表
示
さ
れ
て

章
を
表
示
す
る
と
き
は
、
既
に
表
示
さ
れ
て
い
る
保
管
場
所
標
章
を
取
り
除
か
な
け

い
る
保
管
場
所
標
章
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
保
管
場
所
の
変
更
届
出
等
）

（
保
管
場
所
の
変
更
届
出
等
）

第
七
条

自
動
車
の
保
有
者
は
、
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
書
面
若
し
く
は
同

第
七
条

自
動
車
の
保
有
者
は
、
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
書
面
に
お
い
て
証



項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
通
知
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
書
面
等
」
と
い
う

さ
れ
た
保
管
場
所
の
位
置
を
変
更
し
た
と
き
（
道
路
運
送
車
両
法
第
十
二
条
に
規
定

。
）
に
お
い
て
証
さ
れ
た
保
管
場
所
の
位
置
を
変
更
し
た
と
き
（
道
路
運
送
車
両
法

す
る
処
分
又
は
同
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
処
分
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い

第
十
二
条
に
規
定
す
る
処
分
又
は
同
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
処
分
を
受
け
よ
う
と

て
、
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
書
面
に
お
い
て
証
さ
れ
た
保
管
場
所
の
位
置

す
る
場
合
に
お
い
て
、
書
面
等
に
お
い
て
証
さ
れ
た
保
管
場
所
の
位
置
を
変
更
し
た

を
変
更
し
た
と
き
を
除
く
。
）
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
保
管
場
所

と
き
を
除
く
。
）
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
保
管
場
所
の
位
置
を
変

の
位
置
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変
更
し
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
、
変
更
後
の
保
管

更
し
た
と
き
は
、
変
更
し
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
、
変
更
後
の
保
管
場
所
の
位
置

場
所
の
位
置
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
に
、
当
該
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
、
変

を
管
轄
す
る
警
察
署
長
に
、
当
該
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
、
変
更
後
の
保
管

更
後
の
保
管
場
所
の
位
置
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

場
所
の
位
置
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
変
更
後

い
。
変
更
後
の
保
管
場
所
の
位
置
を
変
更
し
た
と
き
（
同
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る

の
保
管
場
所
の
位
置
を
変
更
し
た
と
き
（
同
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
処
分
又
は
同

処
分
又
は
同
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
処
分
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、

法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
処
分
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
書
面
等
に
お

第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
書
面
に
お
い
て
証
さ
れ
た
保
管
場
所
の
位
置
を
変

い
て
証
さ
れ
た
保
管
場
所
の
位
置
を
変
更
し
た
と
き
を
除
く
。
）
も
、
同
様
と
す
る
。

更
し
た
と
き
を
除
く
。
）
も
、
同
様
と
す
る
。

２

前
条
第
一
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
場
合
に
つ
い
て
、

２

前
条
第
一
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
場
合
に
つ
い
て
、

同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規

同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
保
管
場
所
標
章
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
保
管
場
所
標
章
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
同
条
第
二
項
中
「
道
路
運
送
車
両
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
処
分
又
は
同
法
第
十

、
同
条
第
二
項
中
「
道
路
運
送
車
両
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
処
分
又
は
同
法
第
十

三
条
に
規
定
す
る
処
分
に
つ
い
て
の
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
書
面
の
交
付

三
条
に
規
定
す
る
処
分
に
つ
い
て
の
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
書
面
の
交
付

又
は
同
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
通
知
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
条
第
一

に
係
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
」
と
読
み
替

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

え
る
も
の
と
す
る
。

（
罰
則
）

（
罰
則
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

自
動
車
の
保
管
場
所
に
関
す
る
虚
偽
の
書
面
を
提
出
し
、
又
は
警
察
署
長
に
自

一

自
動
車
の
保
管
場
所
に
関
す
る
虚
偽
の
書
面
を
提
出
し
て
第
四
条
第
一
項
の
規

動
車
の
保
管
場
所
に
関
す
る
虚
偽
の
通
知
を
行
わ
せ
て
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定

定
に
よ
る
処
分
を
受
け
た
者

に
よ
る
処
分
を
受
け
た
者

二

（
略
）

二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）
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○
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
保
管
場
所
の
確
保
を
証
す
る
書
面
等
）

（
保
管
場
所
の
確
保
を
証
す
る
書
面
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

法
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
通
知
は
、
当
該
申
請
に
係
る
場
所

の
位
置
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
が
、
当
該
場
所
が
当
該
申
請
に
係
る
自
動
車
に
つ
き

法
第
三
条
に
規
定
す
る
保
管
場
所
と
し
て
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
旨
の

通
知
で
あ
つ
て
、
当
該
警
察
署
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
法
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
当
該
行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。





一
頁

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案
新
旧
対
照
条
文

○
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
保
管
場
所
の
確
保
を
証
す
る
書
面
の
交
付
の
申
請
の
手
続
等
）

（
保
管
場
所
の
確
保
を
証
す
る
書
面
の
交
付
の
申
請
の
手
続
等
）

第
一
条

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令

第
一
条

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令

第
三
百
二
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
の
保
有
者
が
行
う
自
動
車

第
三
百
二
十
九
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
の
保
有
者
が
行
う
自
動
車
の
保
管

の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の

場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
書
面
の

書
面
の
交
付
の
申
請
は
、
申
請
書
二
通
（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
規
則
で
別
段
の
定
め

交
付
の
申
請
は
、
申
請
書
二
通
（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
規
則
で
別
段
の
定
め
を
し
た

を
し
た
と
き
は
、
一
通
。
第
四
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

と
き
は
、
一
通
。
第
三
条
第
一
項
及
び
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
申

当
該
申
請
に
係
る
場
所
の
位
置
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

請
に
係
る
場
所
の
位
置
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
保
管
場
所
の
確
保
を
証
す
る
通
知
の
申
請
の
手
続
等
）

第
二
条

法
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
申
請
は
、
当
該
申
請
に
係
る
場
所
の
位
置
を
管

轄
す
る
警
察
署
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
と
当
該
申
請
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通

信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
こ
れ
に
記

載
す
べ
き
事
項
及
び
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

、
当
該
申
請
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機

能
の
す
べ
て
を
備
え
た
も
の
か
ら
入
力
し
て
、
当
該
申
請
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



二
頁

一

警
察
署
長
が
交
付
す
る
電
子
計
算
機
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
用
い
て
こ
の
項
本
文
に

規
定
す
る
事
項
の
す
べ
て
を
当
該
警
察
署
長
が
提
供
す
る
様
式
に
入
力
で
き
る
機
能

二

警
察
署
長
が
交
付
す
る
電
子
計
算
機
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
用
い
て
当
該
警
察
署
長

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
通
信
で
き
る
機
能

３

前
条
第
三
項
の
規
定
並
び
に
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
関
係
法
令
に
規
定
す
る
対
象

手
続
等
を
定
め
る
国
家
公
安
委
員
会
規
則
（
平
成
十
五
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六

号
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三

項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
第
一
項
の
申
請
に
つ
い
て
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通

信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
こ
の
項

及
び
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三

項
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
の
到
達
時
期
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
三
項
中
「
前
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
条
第
二
項
の
」
と
、
「
当
該
申
請
に
係
る
申
請
書
に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
申
請
を

行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
」
と
、
「
記
載
し
て
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ

る
書
面
の
添
付
」
と
あ
る
の
は
「
入
力
し
て
、
第
一
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
面

に
記
載
す
べ
き
事
項
の
入
力
」
と
、
「
書
面
の
提
出
」
と
あ
る
の
は
「
書
面
に
記
載
す

べ
き
事
項
の
入
力
」
と
、
規
則
第
三
条
第
四
項
中
「
国
家
公
安
委
員
会
が
情
報
通
信
技

術
利
用
法
第
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
申
請
に
係
る
場
所
の
位
置
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
が

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
」
と
、
「
国

家
公
安
委
員
会
の
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
警
察
署
長
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
届
出
の
手
続
）

（
届
出
の
手
続
）



三
頁

第
三
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

第
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
本
文
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
本
文
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
保
有
者
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
保
有
者
で

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
保
有
者
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
保
有
者
で
あ

あ
り
、
又
は
保
有
者
で
あ
っ
た
」
と
、
「
保
管
場
所
と
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
の
は
「

り
、
又
は
保
有
者
で
あ
っ
た
」
と
、
「
保
管
場
所
と
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
の
は
「
保

保
管
場
所
と
さ
れ
て
お
り
、
又
は
当
該
届
出
の
日
前
十
五
日
以
内
に
保
管
場
所
と
さ
れ

管
場
所
と
さ
れ
て
お
り
、
又
は
当
該
届
出
の
日
前
十
五
日
以
内
に
保
管
場
所
と
さ
れ
て

て
い
た
」
と
、
「
表
示
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
の
は
「
表
示
さ
れ
て
お
り
、
又
は
当
該

い
た
」
と
、
「
表
示
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
の
は
「
表
示
さ
れ
て
お
り
、
又
は
当
該
届

届
出
の
日
前
十
五
日
以
内
に
表
示
さ
れ
て
い
た
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

出
の
日
前
十
五
日
以
内
に
表
示
さ
れ
て
い
た
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
保
管
場
所
標
章
の
交
付
の
手
続
）

（
保
管
場
所
標
章
の
交
付
の
手
続
）

第
四
条

法
第
六
条
第
一
項
（
法
第
七
条
第
二
項
（
法
第
十
三
条
第
四
項
及
び
附
則
第
八

第
三
条

法
第
六
条
第
一
項
（
法
第
七
条
第
二
項
（
法
第
十
三
条
第
四
項
及
び
附
則
第
八

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
第
四
項
及
び
附
則
第
八
項
に
お

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
第
四
項
及
び
附
則
第
八
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
保
管
場
所

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
保
管
場
所
標

標
章
を
交
付
し
よ
う
と
す
る
警
察
署
長
は
、
当
該
保
管
場
所
標
章
の
交
付
を
受
け
よ
う

章
を
交
付
し
よ
う
と
す
る
警
察
署
長
は
、
当
該
保
管
場
所
標
章
の
交
付
を
受
け
よ
う
と

と
す
る
者
（
法
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
申
請
を
行
う
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
申

す
る
者
に
対
し
、
申
請
書
二
通
の
提
出
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

請
書
二
通
の
提
出
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
五
条

法
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
申
請
に
係
る
場
所
の
位
置
を
管
轄
す
る
警
察
署

長
は
、
当
該
申
請
を
行
う
者
に
対
し
、
当
該
申
請
に
併
せ
て
法
第
六
条
第
一
項
の
保
管

場
所
標
章
の
交
付
の
申
請
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
規
則
第
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
前

項
の
申
請
に
つ
い
て
、
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定

に
よ
り
求
め
ら
れ
た
申
請
の
到
達
時
期
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
二
条
第
一
項
中
「
当
該
申
請
に
係
る
場
所
の
位
置
を
管
轄
す
る
」
と
あ

る
の
は
「
当
該
申
請
を
求
め
た
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
一
項
の
申
請
書
に
記



四
頁

載
す
べ
き
事
項
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項

又
は
こ
れ
に
記
載
す
べ
き
事
項
及
び
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
書
面
に
記
載

す
べ
き
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
」
と
、

規
則
第
三
条
第
四
項
中
「
国
家
公
安
委
員
会
が
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
一
項

」
と
あ
る
の
は
「
第
五
条
第
一
項
の
申
請
を
求
め
た
警
察
署
長
が
自
動
車
の
保
管
場
所

の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

第
二
条
第
一
項
」
と
、
「
国
家
公
安
委
員
会
の
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
警
察
署
長
の
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
を
求
め
た
警
察
署
長
は
、
法
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

通
知
に
係
る
自
動
車
の
保
有
者
に
対
し
、
当
該
自
動
車
に
係
る
保
管
場
所
標
章
の
交
付

に
併
せ
て
、
通
知
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
通
知
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
四
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
保
管
場
所
標
章
の
様
式
）

（
保
管
場
所
標
章
の
様
式
）

第
六
条

法
第
六
条
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
様
式
第

第
四
条

法
第
六
条
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
様
式
第

五
号
の
と
お
り
と
す
る
。

四
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
保
管
場
所
標
章
の
表
示
の
方
法
）

（
保
管
場
所
標
章
の
表
示
の
方
法
）

第
七
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

（
保
管
場
所
標
章
の
再
交
付
）

（
保
管
場
所
標
章
の
再
交
付
）

第
八
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
場
所
標
章
の
再
交
付
の
申
請

３

第
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
場
所
標
章
の
再
交
付
の
申
請

を
受
け
た
警
察
署
長
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第
二
項
中

を
受
け
た
警
察
署
長
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
二
項
中

「
当
該
自
動
車
の
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
管
場
所
標
章
の
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
と

「
当
該
自
動
車
の
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
管
場
所
標
章
の
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
と



五
頁

な
る
者
が
当
該
申
請
に
係
る
自
動
車
の
保
有
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
、
当
該
自

な
る
者
が
当
該
申
請
に
係
る
自
動
車
の
保
有
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
、
当
該
自

動
車
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

動
車
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

第
二
項
の
申
請
書
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
第
二
項
の
通
知
書
の
様
式

４

第
二
項
の
申
請
書
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
通
知
書
の
様
式

は
、
別
記
様
式
第
六
号
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
別
記
様
式
第
五
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
運
行
供
用
制
限
命
令
に
係
る
文
書
の
記
載
事
項
）

（
運
行
供
用
制
限
命
令
に
係
る
文
書
の
記
載
事
項
）

第
九
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

（
運
行
供
用
制
限
命
令
に
係
る
標
章
の
様
式
）

（
運
行
供
用
制
限
命
令
に
係
る
標
章
の
様
式
）

第
十
条

法
第
九
条
第
二
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
様
式
第

第
八
条

法
第
九
条
第
二
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
様
式
第

七
号
の
と
お
り
と
す
る
。

六
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
運
行
供
用
制
限
命
令
に
係
る
自
動
車
の
保
管
場
所
確
保
の
申
告
の
手
続
）

（
運
行
供
用
制
限
命
令
に
係
る
自
動
車
の
保
管
場
所
確
保
の
申
告
の
手
続
）

第
十
一
条

法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
は
、
別
記
様
式
第
八
号
の
申
告
書
を

第
九
条

法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
は
、
別
記
様
式
第
七
号
の
申
告
書
を
提

提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
聴
聞
の
手
続
）

（
聴
聞
の
手
続
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

（

）

（
略
）

（

）

（
略
）

別
記
様
式
第
２
号

第
３
条
関
係

別
記
様
式
第
２
号

第
２
条
関
係

（

）

（
略
）

（

）

（
略
）

別
記
様
式
第
３
号

第
４
条
関
係

別
記
様
式
第
３
号

第
３
条
関
係



六
頁



七
頁

（

）

（
略
）

（

）

（
略
）

別
記
様
式
第
５
号

第
６
条
関
係

別
記
様
式
第
４
号

第
４
条
関
係

（

）

（
略
）

（

）

（
略
）

別
記
様
式
第
６
号

第
８
条
関
係

別
記
様
式
第
５
号

第
６
条
関
係

（

）

（
略
）

（

）

（
略
）

別
記
様
式
第
７
号

第
１
０
条
関
係

別
記
様
式
第
６
号

第
８
条
関
係

（

）

（
略
）

（

）

（
略
）

別
記
様
式
第
８
号

第
１
１
条
関
係

別
記
様
式
第
７
号

第
９
条
関
係


